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消費税の基本的な仕組み

出典：税務研究会（https://www.zeiken.co.jp）



適格請求書保存方式について

• 適格請求書を発行するために、登録申請が必要

• 請求書などの記載事項の増加

• 仕入税額控除の適用をうけるために、適格請求書の保存が必要





出典：国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp）



請求書などの記載の増加

出典：日本税理士会連合会公式ページ (nichizeiren.or.jp)

https://www.nichizeiren.or.jp/


出典：日本税理士会連合会公式ページ (nichizeiren.or.jp)

https://www.nichizeiren.or.jp/


仕入税額控除の要件

令和5年9月30日まで
区分記載請求書等保存方式

令和5年10月1日から
適格請求書等保存方式

帳簿 一定の事項が記載された帳簿の保存 一定の事項が記載された帳簿の保存

請求書等 区分記載請求書等の保存 適格請求書等の保存



•現状で課税事業者である場合

→納税地の所轄税務署長に適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し登録を受ける。

•現状で免税事業者である場合

→消費税課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者となったうえで、納税地の所轄税務署長

に適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し登録を受ける。

※令和5年10月1日を含む課税期間中に登録を受ける場合は、登録を受けた日から課税事業者と

なる経過措置が設けられています。その場合は消費税課税事業者選択届出書の提出は必要あ

りません。



出典：日本税理士会連合会公式ページ (nichizeiren.or.jp)

https://www.nichizeiren.or.jp/


まとめ

• 現状、免税事業者は、課税事業者を選択するかの検討

• 課税事業者は、適格請求書発行事業者の登録申請手続き

• 適格請求書を発行するための準備


